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広域連合や市町村、社会保険事務所などの職員を装った詐

欺目的の不審な電話が発生していますので、ご注意ください。

● 道内で実際にあった手口

「医療費を還付します」などと偽って、現金自動預け入れ払

い機（ＡＴＭ）を操作させて金銭をだまし取ろうとする手口。

なお、職員がＡＴＭで振込を依頼することはありません。

・・ 所得とは、収入から必要経費（公的年金等控除、給与所得控除などです。所得控除は、適用されません。）を

差し引いたものです。なお、遺族年金や障害年金は、所得に含みません。

・・ 所得の低い世帯の方は、均等割額が２割、５割または７割軽減されます。

・・ 加入直前まで被用者保険（国民健康保険や国保組合は、含まれません。）の被扶養者だった方は、激変緩和措

置として、加入後２年間、均等割額が半額になり、所得割がかかりません。また、平成20年９月までは保険料が

全額軽減され、10月から平成21年３月までは９割軽減されます。

年間保険料
（限度額50万円）

均等割額
43，143円

所得割額
（平成19年の所得－33万円）×9．63％

＝ +

図１ 保険料の計算の仕方

振り込め詐欺にご注意ください


